
Ｊアラートを活用した
住民への情報伝達試験の実施
　全国瞬時警報システム(Ｊアラート)
から送られてくる国からの試験情報を､
防災行政無線およびＦＭくしろを利用
し、市民へ伝える情報伝達試験を実施
します。
A10月７日㈬午前11時頃※状況によ
り中止の場合あり／B市内全域
試験ですのでお間違えのないようお願
いします。
※Ｊアラートとは、地震や津波、武力
攻撃等の緊急情報を国から市町村へ人
工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。
J防災危機管理課(M31-4207)

10月の自然観察会
●ザリガニウオッチング２
　～ニホンザリガニ編～
A10月４日㈰午前10時～正午／E10
人／BI電話で温根内ビジターセンタ
ー(M65-2323)へ
●ムックリ(口琴)を作ろう
　アイヌの人たちが使っていた楽器、
ムックリを作ってその音色を楽しみま
しょう。
A10月17日㈯午後１時～３時／E10
人／G300円(材料費)／BI電話で塘
路湖エコミュージアムセンター(M015-
487-3003)へ
●晩秋の湿原　野鳥観察会
　秋から冬にかけての野鳥(ヒシクイ
やオオハクチョウなどの渡り鳥)の暮
らしを観察します。
A10月24日㈯午前10時～正午／Bシ

ラルトロ湖・蝶の森周辺／Cシラルト
ロ自然情報館駐車場／E10人／I電
話で塘路湖エコミュージアムセンター
(M015-487-3003)へ

 職員・公募委員等

職員採用試験(保健師)
　受験資格等の詳細は市ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。
I10月９日㈮(当日消印有効)までに
申込書を郵送で職員課(〒085-8505
黒金町7-5M31-4511)へ

 その他

単身高齢者等除雪等事業の
新規受付
　15ｃｍ以上の降雪時に避難経路を確
保するための最小限の除雪(玄関から
生活道路までの人や車いすが通れる幅)
を巡回して行います。
D市民税非課税世帯で、自力での除雪
が困難かつ近隣の援助も受けることが
できない方のうち、下記のいずれかに
該当する方
①高齢者のみの世帯　②身体障害１級
または２級の手帳の交付を受けている
方(聴覚障がい者を除く)のみの世帯　
③上記①②に該当する方のみで構成さ
れる世帯
G１回当たり130円／I介護高齢課高
齢福祉担当(M31-4539)※阿寒・音別
地域の方は各行政センターへ

単身高齢者宅等の
除雪をしていただける町内会等
　在宅で身体が虚弱なため自力で除雪
を行うことが困難な高齢者および身体
障がい者等のお宅の除雪を行っていた
だける町内会および自治会を募集しま
す。
除雪範囲＝(15ｃｍ以上の降雪があっ
た時)玄関から生活道路までの人や車
いすが通れる幅の除雪／除雪委託料＝
１件当たり1,229円／H詳細はお問い
合わせください／J介護高齢課高齢福
祉担当(M31-4539)

｢北海道障害者職業能力開発校」
訓練生
D求職中の障がい者／選考試験日＝12
月７日㈪／試験内容＝数学、国語、面
接／訓練科目＝建築デザイン科、ＣＡ
Ｄ機械科、総合ビジネス科、プログラ
ム設計科、総合実務科／I11月２日
㈪～20日㈮に、願書を釧路公共職業
安定所へ／試験会場・J北海道障害者
職業能力開発校(砂川市焼山60M0125-
52-2774)､釧路公共職業安定所(M41-
1201)

認知症サポーター養成講座
　認知症に対する正しい知識・理解を
地域に広めるとともに、認知症高齢者
や家族が地域で安心して暮らし続ける
ことを支える方を育成するための講座
です。修了した方には各地域において
開催予定の「認知症サポータースキル
アップ講座」のご案内をします。
A10月28日㈬午後２時～４時／Bコ
アかがやき／D市民／I中部北地域包
括支援センター(M36-1233)

スポーツ競技大会開催助成金
交付要望の受け付け
D21(令和３)年度に釧路市において､
全道・全国大会規模のスポーツ競技大
会の開催を予定している団体※市スポ
ーツ協会加盟団体については、個別に
通知します／I10月１日㈭～23日㈮
に所定の申請用紙および資料を直接
MOO４階市教委スポーツ課(M31-26
00)へ

各種講習会等開催助成制度の
対象事業
　小・中学生、高校生等を対象とし、
文化や芸術を体験する機会を提供する
事業および市の伝統文化の指導等を行
う事業に対し助成します。
D市内に事務局のある実行委員会等※
21(令和３)年２月末までに事業を実
施することができる場合に限る／助成
金額＝総額20万円※対象経費総額の
３分の１以内で１事業に対する限度額
は10万円予定／I10月１日㈭～12月
29日㈫に市教委生涯学習課（M31-45
79)へ

20(令和２)年度
第３回道営住宅の入居者
募集住宅＝【２人以上の一般世帯向け
住宅】住之江３DK３戸　【２人以上の
世帯向け特定目的住宅】小学生以下同
居世帯向け住宅(住之江３DK２戸)、
母子父子世帯向け住宅(住之江３DK１
戸)、新婚世帯向け住宅(住之江３DK
１戸)／郵送受付＝申込書を受領後、
10月20日㈫午前中までに郵便局窓口
へ／インターネット受付＝10月19日
㈪午前８時45分～21日㈬午後３時30
分(Nhttp://www.kushiro-jk.or.jp)
／窓口受付＝10月19日㈪～24日㈯／
I印鑑、申込書(釧路市住宅公社の窓
口で配布または釧路市住宅公社ホーム
ページからダウンロード)、北海道営
住宅抽選カードを持参し、市役所５階
釧路市住宅公社(M31-4563※24日㈯
は交流プラザさいわい)へ※詳細はお
問い合わせください。

11月２日㈪は
以下の市税等の納期限です
・市道民税(第３期)
・国民健康保険料(第５期)
・後期高齢者医療保険料(第５期)
・介護保険料(第５期)
※いずれも普通徴収分
・10月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A10月24日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押さえを執行し厳し
く対処しています。納付にあたってお
困りの際は納税課までご相談ください｡
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■

傷病手当金の適用期間を
12月31日㈭まで延長しました
　国民健康保険または後期高齢者医療
制度に加入している被用者の方が、新
型コロナウイルス感染症に感染するな
どした場合に支給する傷病手当金の適
用期間を20(令和２)年12月31日㈭ま
で延長しました。詳細は、市ホームペ
ージをご覧いただくかお問い合わせく
ださい。
J[国民健康保険に関すること]国民健
康保険課保険担当(M31-4527)、[後
期高齢者医療に関すること]医療年金
課医療給付担当(M31-4526)

環境事業課からのお知らせ
●｢市民みんなできれいなマチに」
　ポスターコンクール作品展
A10月９日㈮～15日㈭／B釧路フィ
ッシャーマンズワーフMOO２階観光
交流コーナー／J環境事業課廃棄物対
策担当(M31-4551)

●改修工事期間中にごみを自己搬入さ
れる方へのお願い
　高山地区にある清掃工場の改修工事
を４カ年(令和２～５年度)で実施しま
す。工事期間中、計量棟および外周道
路において臨時的に通行規制を行う場
合があり、計量を終えるまでに時間の
かかることが予想されますので、余裕
をもってご来場いただくようお願いし
ます。
開場時間＝月～土曜日午前９時～午後
４時30分(日曜日は午後０時30分まで)
※祝日も通常通り開場※ごみを降ろす
時間も必要となりますので、終了時間
の30分前には入場してください／J

釧路広域連合清掃工場(M92-2002)
●ごみの受入中止のお知らせ
　高山地区にある清掃工場の計量機の
更新に伴い、ごみの受け入れを２日間
中止します。この間、正門を閉めます
ので、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ご
み・小動物の死体・資源物の持ち込み
が出来なくなります。ご不便ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解ご協力をお願
いします。
受入中止期間＝10月17日㈯・18日㈰
／J環境事業課事業施設担当(M24-41
46)､釧路広域連合事務局(M92-2002)

秋の自主清掃
〇10月10日㈯～18日㈰の期間で、町
内会、学校関係、その他各団体が実施
日を設定してください。
〇実施する町内会は、10月７日㈬ま
でに、実施計画書を市役所２階連合町
内会に提出してください。連合町内会
に加入しておらず計画書が届いていな
い町内会は、環境事業課(M31-4551)
に申し出てください。
〇自主清掃では、道路や公園等公共の
場を清掃してください。
〇集めたごみは、「環境美化活動用ご
み袋」「ボランティア袋」または「自
主清掃と表示した透明か半透明の袋」
に入れ、可燃ごみの収集日に可燃ごみ
と同じ場所に排出してください。
〇ごみ処理施設へ自己搬入をする場合
は、処理手数料が掛かります。
J連合町内会事務局(M23-2101)、環
境事業課廃棄物対策担当(M31-4551)

ヒグマ出没に注意！
　秋は冬眠に向けてヒグマの行動が活
発になる季節です。ヒグマと出会わな
いために、次の点にご注意ください。
○ヒグマが活発に活動する早朝､夕方､
夜間の外出は注意する。
○生ごみなどの可燃ごみは、当日の朝
に決められた場所に排出する。
○山林に入る前には市町村役場や森林
管理署などでヒグマの出没情報を確認
し、出没情報や注意看板がある場所へ
の立ち入りは控える。
○山林に入る際は鈴などの音が出るも
のを身に着け、単独行動を避ける。
〇ヒグマに遭遇したら、視線を逸らさ
ず、ゆっくり後退する。走って逃げる

と追いかけてくることがあり危険です｡
○子グマに遭遇した場合は、必ず近く
に母グマがいるので、驚かさないよう
静かにその場を離れる。
○ふんや足跡を見たら速やかに引き返
す。
※ヒグマの姿や足跡などを見つけたら､
釧路警察署(M23-0110)または下記へ
連絡してください。
J環境保全課自然保護担当(M31-459
4)、K市民課環境担当(M66-2211)､
L市民課環境担当(M01547-6-2231)

10月の子育て講座
●心と体の育ち
A10月６日㈫午前10時30分～11時30
分／D１歳前後のお子さんとその家族
／E11組／BI西部子育て支援拠点
センター(M65-6112)
●エコなおもちゃ作り
A10月22日㈭午前10時30分～11時
30分／D１歳未満のお子さんとその
家族／E８組／BI親子つどいの広場
昭和(M55-2231)
●ハッピーハロウィン！
　お父さんと遊ぼう
A10月31日㈯午前10時30分～11時
30分／D就園前のお子さんとその父
親、家族／E11組／BI中部子育て
支援拠点センター(M38-5037)
●子育て教室
A10月28日㈬～11月17日㈫の週１回
午後２時～３時30分／F①母乳育児､
②離乳食、③乳児の健康、④心と体の
育ちについて／D令和２年４月２日～
６月30日生まれの乳児とその家族（第
１子の親子対象、全４回開催、詳しく
はお問い合わせください)／E14組／
BI東部子育て支援拠点センター(M65-
9912)

｢こども110番の店」協力のお願い
　子どもたちを不審者等から安全に保
護するため、コンビニエンスストア、
店舗、事業所等が「こども110番の
店」として緊急避難場所となっていた
だく取り組みを進めています。子ども
たちの安全確保のため、ステッカー掲
示のご協力をお願いします｡
　また、すでにご協力いただいている
事業所等でステッカーの劣化がありま
したら、新しいステッカーをお渡しし
ますので、ご連絡ください。
J市教委教育支援課(M23-5189)

親と子の教育相談
A10月26日㈪・27日㈫午前10時～午
後３時30分／B防災庁舎１階／D幼
児、小・中学生、高校生の子どもをも
つ保護者／F子どものしつけ、学習、
進路問題等／J市教委教育支援課（M

23-5189)

ひとり親家庭の
お父さん、お母さんへお知らせ
●パソコン講習会 基礎２日間
A10月８日㈭・９日㈮午前10時～午
後３時／Dひとり親家庭の親(託児あ
り。要予約)／E７人／Fパソコンの
基礎（ワード・エクセル)
●就労セミナー「自分らしい美しさを
　引き出す　メイキャップ」
A10月17日㈯午前10時～正午／Dひ
とり親家庭等の母(託児あり。要予約)
／E10人
●弁護士による無料法律相談
A10月21日㈬午後１時30分～４時／
Dひとり親家庭の親、一般の方(託児
あり。要予約)／E４人／F離婚、親
権、養育費、面接交渉権等
●ひとり親家庭のための自習室
A10月の毎週月曜日午後１時30分～
４時30分／D資格取得や高卒認定試
験等を目指すひとり親家庭等の親およ
び子(託児あり。要予約)／H学習アド
バイザー付き
●パソコン学習室
A10月の毎週火曜日午前10時～午後
３時／Dひとり親家庭等の親(要予約)
／E７人
【共通】BI電話で釧路母子家庭等就
業・自立支援センター(M22-2401)へ

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=10月20日㈫午後８時まで／日
曜=10月25日㈰午前９時～午後５時
／B上下水道料金お客様サービスセン
ター(南大通２-１-121)／J第一環境
㈱釧路事務所(上下水道部検針および
収納等業務受託会社M43-2161)

20(令和２)年度競争入札参加資格
審査申請受付(追加登録)
　すでに登録されており、工種に変更
がない方は、申請の必要はありません｡
対象業務＝①建設工事および建設工事
に係る委託　②物件の製造請負、販売
または買入れおよびその他の業務(建設
工事に係る委託を除く)※資格要件、登
録先部局等は申請の手引きをご覧くだ
さい／登録期間＝12月１日～21(令和
３)年３月31日／I10月１日㈭～９日
㈮(必着)に申請書(市ホームページから
ダウンロードまたは市役所１階市政情
報コーナー、各行政センター地域振興
課で有料コピー)を原則、郵送で契約管
理課契約担当(〒085-8505黒金町7-5M

31-4508)へ

市民意見提出手続条例に基づく
意見募集結果
　皆さんからのご意見を踏まえ、変更
案を取りまとめました。ご意見、あり
がとうございました。
●釧路市鳥獣被害防止計画の一部変更
意見として伺ったもの　１件
J農林課阿寒農林振興担当(M64-619
2)

みんなの力がささえています
　今年も10月１日㈭から赤い羽根共
同募金運動が始まります。地域の福祉
を支えるために、今年も皆さんのご協
力をお願いします。また、今年も赤い
羽根募金バッジ(１個500円。数量限
定)も頒布しています。詳細はお問い
合わせください。

J釧路市共同募金委員会(M24-1565)

護岸補修工事による
利用制限のお知らせ
工事箇所＝千代ノ浦マリンパーク南護
岸／工事期間＝10月～21(令和３)年
３月※工事期間中、園路やバーベキュ
ー棟、トイレ、釣り護岸等一部施設の
利用を制限します。ご不便、ご迷惑を
お掛けしますが、ご協力をお願いしま
す。詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。

J水産課(M22-0191)

橋梁補修工事による
鳥取橋通行止めのお知らせ

規制方法＝車両全面通行止めおよび車
線減少／工事期間＝～21(令和３)年
２月10日㈬／通行止め期間＝11月上
旬～12月下旬(予定)※工事に伴い、
ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。なお、
通行止め期間中、公共交通機関を利用
する際には、迂回による遅延や運行時
刻の変更等にご注意ください。詳細が
決まり次第、市ホームページ等でお知
らせします。／J道路河川課建設担当
(M31-4561)

秋の全道火災予防運動
10月15日㈭～31日㈯
全国統一防火標語
｢その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
　次のことを心掛けてください。
〇家の周りに燃えやすいものは置かな
い！
〇寝たばこやたばこの投げ捨てをしな
い！
〇揚げ物をするときはその場を離れな
い！
〇子どもにはマッチやライターで遊ば
せない！
〇電気器具は正しく使いたこ足配線は
しない！
〇ストーブには燃えやすいものは近づ
けない！
〇外出前に火の点検！
J消防本部予防課予防広報担当(M23-
0426)

市立釧路総合病院の一部の診療科で
受付方法が変わります
　混雑や長い待ち時間の解消のため、
10月１日㈭から外科､心臓血管外科､
婦人科の新患受付は完全紹介制、再来
受付は完全予約制とします。ご理解ご
協力をよろしくお願いします。ただ
し、乳がん検診、乳がんを疑う方、腹
部ヘルニアの疑いのある方、妊娠が判
明している方、市販の妊娠検査薬で妊
娠が考えられる方､人間ドック､健康診
断で二次検診の受診の方は、かかりつ
け医の紹介状がなくても受け付けしま
す。また、緊急性を要する場合は､受
診を受け付ける場合があります｡詳細
は当院ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください｡
※完全紹介制は、受診時にかかりつけ
医からの紹介状が必要な制度です。
J市立釧路総合病院医療連携相談室(M
41-6121)

秋の輸送繁忙期の交通安全運動
10月13日㈫～22日㈭
ストップ・ザ・交通事故
～めざせ安全で安心な北海道～
〇夕暮れ時の歩行者と自転車利用者(特
に高齢者)の交通事故防止
〇スピードの出し過ぎ等無謀運転の防
止
〇全ての座席のシートベルト・チャイ
ルドシートの正しい着用
〇エゾシカとの衝突事故の防止
〇飲酒運転の根絶
J市民生活課(M31-4521)

企業版ふるさと納税制度で
寄付をいただきました
　８月28日、ほくでんエコエナジー
㈱から「企業版ふるさと納税制度」を
活用し、阿寒幼稚園改修事業へ役立て
てほしい､との寄付のお申し出があり､
受納式を行いました。
　ほくでんエコエナジー㈱は、市内阿
寒川水系４カ所に水力発電所を設置さ
れており、釧路・阿寒地域に深くゆか
りのある企業です｡
J都市経営課企画担当(M31-4502)

錦町駐車場の臨時休業
　錦町駐車場受電設備更新工事を実施
するため、駐車場を臨時休業します。
　詳細はお問い合わせください。
A11月１日㈰、３日㈫(終日)／J都市
計画課(M31-4554)

市有地を売ります
　10月５日㈪から下記の物件につい
て価格固定先着順による売払いを実施
します。売払物件＝【物件番号11】川
北町８番２､宅地､1,050.09㎡(317.65
坪)、売払価格2,733万4,950円　【物
件番号12】川北町８番７､宅地､101.03
㎡(30.56坪)､売払価格242万1,960円
／買受申請受付＝10月５日㈪～21(令
和３)年２月26日㈮／H市有地売却事
業(価格固定先着順)の概要は、市ホー
ムページをご覧ください／J市有財産
対策室(M23-5195)

建築指導課からのお知らせ
●老朽化が著しい空き家の除却費を
　一部補助します
対象の空家等＝市の調査により、国の
基準に基づく「不良住宅」と判定され
た専用住宅、共同住宅、長屋住宅また
は併用住宅であって、市の指定する地
区に位置し、かつ所有権以外の権利が
設定されていないもの／D空き家を所
有している個人(所有者が死亡してい
る場合は、その相続人を含む)で、市
税の未納がない方／補助金額＝除却工
事費の３分の１以内で限度額は30万
円／除却工事業者の要件＝市内に本店､
支店等があり、建設業許可または解体
工事者登録を受けている事業者／I10
月13日㈫～26日㈪(必着)に申請書を
直接または郵送で。予定件数を超えた
場合は、不良住宅の判定基準により、
優先度の高い順に交付予定者を決定

●既存住宅耐震改修費補助申請受付中
受付期間＝～10月30日㈮(先着順)／
対象住宅＝申込者が所有かつ居住して
いる住宅、長屋、併用住宅、共同住宅
で、81(昭和56)年5月31日以前に着
工され、現行の規定に満たないと判定
されたもの／D市内に住所を有し、市
税等の滞納がない方／補助金額＝耐震
改修工事費の23％以内で､限度額は45
万円
●木造住宅の無料耐震診断受付中
受付期間＝通年／対象住宅＝在来工法
の木造戸建て住宅(特殊な工法を除く)
で、500㎡以下のもの／D対象住宅を
所有し、かつ居住している市民／H診
断は、図面および申請者からの聞き取
り調査により行いますので、筋かい等
の位置や寸法が記載された図面が必要
です｡また、現地調査は実施しません｡
【共通】すでに終了した工事、着手して
いる工事は対象外。補助を受けるため
には他にも要件があるので、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わ
せください／J建築指導課指導防災担
当(M31-4569)

市民意見提出手続条例に基づき、皆さんの意見を募集します
　下記の素案の詳しい内容は、各公表場所に備え付けの資料か市ホームページをご覧ください。

内　　容

募集期間

原案の
公表場所

意見の
提出方法
提出・
問合先

　中堅所得者向けの民間の賃貸住宅が不足している阿寒湖
畔地区において、良好な居住環境を提供するため、現在建設
中の「地域優良賃貸住宅」(21(令和３)年３月完成予定)の
管理運営について定めるため、条例および同条例施行規則
を制定するもの。

阿寒建設課（〒085-0292阿寒町中央1-4-1M64-6191
O66-3959Pagke-kensetu@city.kushiro.lg.jp）

住所、氏名（団体名）、電話番号を記入の上、メール、郵送、信書便、ファクス、持参で提出してください。様式は問いません。

市役所５階都市計画課

【共通】市役所・各行政センター1階市政情報コーナー、各支所、市ホームページ

～10月下旬

　未着手となっている都市計画道路の路線・区間を対象に
道路の必要性や事業の実現性等を総合的に検証・評価し「釧
路市都市計画道路の見直し方針」として、今後の方向性をま
とめたもの。

都市計画課（〒085-8505黒金町7-5M31-4555O25-8149
Pto-toshikei@city.kushiro.lg.jp）

阿寒町行政センター２階阿寒建設課

10月中旬～11月中旬

釧路市地域優良賃貸住宅条例および同条例施行規則の制定
について釧路市都市計画道路の見直し方針（素案）について

■第30回「公証週間」電話相談
　M03-3502-8239
A10月１日㈭～７日㈬午前９時30分
～正午、午後１時～４時30分／F遺
言、任意後見契約等公証事務全般／J

釧路地方法務局総務課(M31-5010)
■行政書士無料相談会
A10月９日㈮午前10時～午後３時／
B防災庁舎１階／F相続、遺言、許認
可、持続化給付金等／J北海道行政書
士会釧路支部事務局(M41-1330)
■人権相談(要予約)
A10月9日㈮、23日㈮午後１時～３時
30分／B釧路地方合同庁舎２階法務局
会議室／E５人／I開催日の１週間前
の金曜日午前８時50分から電話で市
民協働推進課(M31-4504・4505)へ
■女性のための無料法律相談(要予約)
A10月14日㈬午後１時～３時／E４
人／BI10月７日㈬午前９時から電
話で男女平等参画センターふらっと(M
65-1034)へ
■障がい者就労支援相談(要予約)
A10月15日㈭午後１時～４時／B防
災庁舎３階障がい福祉課／I障がい福
祉課(M23-5201)、障がい者就業・生
活支援センターぷれん(M65-6500)
■女性のためのなんでも無料法律相談
　所(要予約、当日受付可)
A10月16日㈮午後１時30分～３時30
分／B釧路地方法務局２階会議室／J

釧路人権擁護委員協議会事務局(M31-
5040)
■多重債務　夜間無料相談
A毎週水曜日午後６時30分～７時30
分／B市内の担当弁護士事務所※予約
時にお知らせします／I釧路弁護士会
法律相談センター(M41-3444)

■法律相談(要予約。先着６人)
A11月６日㈮午後１時～３時／I10
月30日㈮午前８時50分から電話で市
民協働推進課(M31-4504・4505)へ
■行政相談(当日受付)
A10月６日㈫､20日㈫午後１時～３時
【共通】B市役所１階市民相談室

相談にお越しの際は、マスクの
着用をお願いします
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